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議案第２０号

令和６年度能美市一般会計予算

令和６年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，５６０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。

（能美市一般会計）
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（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗

（能美市一般会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ８，５６０，０００

1 市 民 税 ３，１６５，５００

2 固定資産税 ４，３０５，４００

3 軽自動車税 １６１，６００

4 市たばこ税 ３００，０００

5 入 湯 税 ６，３００

6 都市計画税 ６２１，２００

2 地方譲与税 ２２０，８３６

1 地方揮発油譲与税 ４８，０００

2 自動車重量譲与税 １６１，０００

3 森林環境譲与税 １１，８３６

3 利子割交付金 ２，４００

1 利子割交付金 ２，４００

4 配当割交付金 ３０，０００

1 配当割交付金 ３０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ２６，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ２６，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6 法人事業税交付金 １２１，０００

1 法人事業税交付金 １２１，０００

7 地方消費税交付金 １，２４０，０００

1 地方消費税交付金 １，２４０，０００

8 ゴルフ場利用税交付金 ３１，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ３１，０００

9 環境性能割交付金 ２１，０００

1 環境性能割交付金 ２１，０００

10 地方特例交付金 ３１１，６２０

1 地方特例交付金 ２８８，６２０

2 新型コロナウイルス感染症対策 ２３，０００

地方税減収補てん特別交付金

11 地方交付税 ５，０４０，０００

1 地方交付税 ５，０４０，０００

12 交通安全対策特別交付金 ３，１００

1 交通安全対策特別交付金 ３，１００

13 分担金及び負担金 １８６，０９１
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分 担 金 ８，５６７

2 負 担 金 １７７，５２４

14 使用料及び手数料 ３２１，６８２

1 使 用 料 ２３１，６６１

2 手 数 料 ９０，０２１

15 国庫支出金 ３，２３７，００５

1 国庫負担金 １，９１２，１２２

2 国庫補助金 １，３１４，６６０

3 国庫委託金 １０，２２３

16 県 支 出 金 １，４４０，５２０

1 県 負 担 金 ９０９，８７６

2 県 補 助 金 ４２３，９２１

3 県 委 託 金 １０６，７２３

17 財 産 収 入 １１，５９５

1 財産運用収入 ９，５９４

2 財産売払収入 ２，００１

18 寄 附 金 １４２，４６０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 寄 附 金 １４２，４６０

19 繰 入 金 ２，５４９，７０５

1 基金繰入金 ２，５１８，５３８

2 特別会計繰入金 ３１，１６７

20 繰 越 金 ５０，０００

1 繰 越 金 ５０，０００

21 諸 収 入 ４４９，４８６

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 ２００

3 貸付金元利収入 ４０，０００

4 受託事業収入 ３７，３６１

5 雑 入 ３７１，９２３

22 市 債 ３，５６４，５００

1 市 債 ３，５６４，５００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２７，５６０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 １９１，７９６

1 議 会 費 １９１，７９６

2 総 務 費 ２，７９１，０４６

1 総務管理費 ２，３７１，２５６

2 徴 税 費 ２５７，６６０

3 戸籍住民基本台帳費 １０６，５７２

4 選 挙 費 ３１，９０９

5 統計調査費 ３，６６７

6 監査委員費 １９，９８２

3 民 生 費 ９，９７２，７６４

1 社会福祉費 ４，２７６，６６７

2 児童福祉費 ５，３３０，３６５

3 生活保護費 ３３７，５２９

4 災害救助費 ２８，２０３

4 衛 生 費 １，８７３，８６１

1 保健衛生費 ９２６，３５５

2 環境衛生費 ２３２，１６５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ７１５，３４１

5 労 働 費 ３４，０６５

1 労 働 諸 費 ３４，０６５

6 農林水産業費 ４９９，７３８

1 農 業 費 ４３５，４８７

2 林 業 費 ６３，７８４

3 水 産 業 費 ４６７

7 商 工 費 ５９５，３３１

1 商 工 費 ５９５，３３１

8 土 木 費 ２，３２０，１９１

1 土木管理費 １５３，３０１

2 道路橋りょう費 ９４４，４９０

3 河 川 費 ６９，３８０

4 都市計画費 ９４３，３９７

5 住 宅 費 ２０９，６２３

9 消 防 費 １，０１１，１２８

1 消 防 費 １，０１１，１２８
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ３，３７６，４６５

1 教育総務費 ５０９，０９８

2 小 学 校 費 ５５６，７６７

3 中 学 校 費 ２６５，０４０

4 社会教育費 ９０３，９６０

5 保健体育費 １，１４１，６００

11 災害復旧費 ２５０

1 災害復旧費 ２５０

12 公 債 費 ４，８１０，８２７

1 公 債 費 ４，８１０，８２７

13 諸 支 出 金 ６２，５３８

1 基 金 費 ６２，５３８

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２７，５６０，０００
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能美市土地開発公社に対する債務保証 令和６年度

金融機関が能美市土地開発公社に事業資金20億円を貸し付
けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期
間に対し年利5％以内の割合で算定される利子相当額を加算
した額を限度とする

標準準拠システム導入事業（戸籍システム） 令和７年度 １９，７２１千円

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　間 限　度　額
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共事業等 253,900

公営住宅建設事業 89,500

学校教育施設等整備事業 182,500

社会福祉施設整備事業 269,600

一般廃棄物処理事業 103,400

一般補助施設整備等事業 259,500

一般事業 31,700

地域活性化事業 55,800

防災対策事業 25,100

緊急防災・減災事業 14,400

公共施設等適正管理推進事業 128,900

緊急自然災害防止対策事業 55,500

脱炭素化推進事業 54,500

臨時財政対策債 73,000

借換債 1,967,200

計 3,564,500

第 ３ 表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合に
は、その債権者と協定するものと
する。ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期間を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債
に借換することができる。
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‐ 1 ‐ （能美市国民健康保険特別会計）

議案第２１号

令和６年度能美市国民健康保険特別会計予算

令和６年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９６０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 ８０６，１０１

1 国民健康保険税 ８０６，１０１

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 １０

1 国庫補助金 １０

4 県 支 出 金 ２，８００，０６８

1 県負担金・補助金 ２，８００，０６８

5 財 産 収 入 ３６９

1 財産運用収入 ３６９

6 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

7 繰 入 金 ３５２，３３８

1 一般会計繰入金 ２８６，７４９

2 基金繰入金 ６５，５８９

8 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

9 諸 収 入 １，０８４

1 延滞金加算金及び過料 １，０３０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ４４

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，９６０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ５６，００７

1 総務管理費 ４９，５８８

2 徴 収 費 ６，２２９

3 運営協議会費 １９０

2 保険給付費 ２，７３３，０５３

1 療 養 諸 費 ２，３４８，１３３

2 高額療養費 ３６８，７６４

3 移 送 費 ５０

4 出産育児諸費 １２，５０６

5 葬 祭 諸 費 ３，６００

3 国民健康保険事業費納付金 １，１０５，９２４

1 医療給付費分 ７５０，４８２

2 後期高齢者支援分 ２６３，１６５

3 介護納付金分 ９２，２７７

4 保健事業費 ５４，８２０

1 保健事業費 ２４，６１５

2 特定健康診査等事業費 ３０，２０５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 基金積立金 ３６９

1 基金積立金 ３６９

6 公 債 費 ５００

1 公 債 費 ５００

7 諸 支 出 金 ８，３２７

1 償還金及び還付加算金 ５，８５３

2 繰 出 金 ２，４７４

8 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，９６０，０００
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‐ 1 ‐ （能美市後期高齢者医療特別会計）

議案第２２号

令和６年度能美市後期高齢者医療特別会計予算

令和６年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７９６，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３５，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ６１４，５４５

1 後期高齢者医療保険料 ６１４，５４５

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

4 繰 入 金 １８０，６１５

1 一般会計繰入金 １８０，６１５

5 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

6 諸 収 入 ８００

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ７５０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ７９６，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ９，９８２

1 総務管理費 ７６６

2 徴 収 費 ９，２１６

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ７８５，１９８

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ７８５，１９８

3 諸 支 出 金 ７６０

1 償還金及び還付加算金 ７５０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ６０

1 予 備 費 ６０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ７９６，０００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計)



‐ 1 ‐ （能美市介護保険特別会計）

議案第２３号

令和６年度能美市介護保険特別会計予算

令和６年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，７２０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 １，０７１，９２９

1 介護保険料 １，０７１，９２９

2 使用料及び手数料 ４２

1 手 数 料 ４２

3 国庫支出金 １，０１１，０４７

1 国庫負担金 ８０３，４４３

2 国庫補助金 ２０７，６０４

4 支払基金交付金 １，２３６，１６０

1 支払基金交付金 １，２３６，１６０

5 県 支 出 金 ６６７，１８３

1 県 負 担 金 ６４６，０７７

2 県 補 助 金 ２１，１０６

6 財 産 収 入 １２６

1 財産運用収入 １２６

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ７３３，３６９

-  2  - (能美市介護保険特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ６９２，３６９

2 基金繰入金 ４１，０００

9 繰 越 金 ３０

1 繰 越 金 ３０

10 諸 収 入 １０４

1 延滞金、加算金及び過料 ４０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４４

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，７２０，０００

-  3  - (能美市介護保険特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ８１，９９５

1 総務管理費 ４６，５２５

2 徴 収 費 ４，２４３

3 介護認定審査会費 ３１，２２７

2 保険給付費 ４，４６０，０００

1 介護サービス等諸費 ４，１６３，９７７

2 介護予防サービス等諸費 １０４，２２３

3 その他諸費 ２，９００

4 高額介護サービス等費 ９３，０００

5 高額医療合算介護サービス等費 １４，０００

6 特定入所者介護サービス等費 ８１，９００

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 １４３，６８５

1 介護予防・生活支援サービス事 ９７，０３４

業費

2 包括的支援事業・任意事業 ４６，６５１

-  4  - (能美市介護保険特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 保健福祉事業費 ４，５８２

1 保健福祉事業費 ４，５８２

6 基金積立金 １２６

1 基金積立金 １２６

7 公 債 費 ４０

1 公 債 費 ４０

8 諸 支 出 金 ２９，３６２

1 償還金及び還付加算金 ６６９

3 繰 出 金 ２８，６９３

9 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，７２０，０００

-  5  - (能美市介護保険特別会計)
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議案第２４号

令和６年度能美市温泉事業特別会計予算

令和６年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，６００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗

（能美市温泉事業特別会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 １０，５４３

1 使 用 料 １０，５４３

2 財 産 収 入 ６

1 財産運用収入 ６

3 繰 入 金 ８，８６２

1 基金繰入金 ８，８６２

△ 一般会計繰入金 ０

4 諸 収 入 １８９

2 雑 入 １８９

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，６００

-  2  - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １９，５９４

1 温泉事業費 １９，５９４

2 諸 支 出 金 ６

1 基 金 費 ６

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，６００

-  3  - (能美市温泉事業特別会計)



　（総　則）

　（業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
給水戸数
年間総配水量
一日平均配水量
主要な建設改良事業
１. 配水施設拡張事業
２. 配水管改良事業
３. 施設改良事業
４. 営業設備費

　（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　　議案第２５号

令 和 ６ 年 度 能 美 市 水 道 事 業 会 計 予 算

第１条 令和６年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条
 (１) ２０,７２２戸
 (２) ６,８９０,９４０㎥
 (３) １８,８７９㎥
 (４)

第３条

　収　　　　　入
水 道 事 業 収 益 １,０７７,２００千円

営 業 収 益 ９２１,６４８千円
営 業 外 収 益 １５５,５５２千円

　支　　　　　出
水 道 事 業 費 用 ８９９,５００千円

営 業 費 用 ８４７,１９４千円
営 業 外 費 用 ５１,７９６千円
特 別 損 失 ５１０千円

－ 1 － （能美市水道事業会計）



　（資本的収入及び支出）
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ３４１，７００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５７，３６５千円、過年度分損益
　 勘定留保資金２３９，３３５千円及び減債積立金４５，０００千円で補填するものとする。）。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項

　（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）
一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

第４条

　収　　　　　入
水道事業資本的収入 ４４７,９００千円

企 業 債 ４０８,２００千円
工 事 負 担 金 １０,６８２千円
分 担 金 ２９,０１８千円

　支　　　　　出
水道事業資本的支出 ７８９,６００千円

建 設 改 良 費 ４４４,０００千円
企 業 債 償 還 金 ３４５,６００千円

第５条

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第６条

配 水 管 改 良 事 業 ３０２,０００千円

施 設 改 良 事 業 １０６,２００千円

　普通賃借又は証書
借入
　借入時期は令和６
年度とする。ただ
し、工事の進捗状況
等により起債の全部
又は一部を翌年度に
繰り越して借り入れ
ることができる。

　年５.０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
場合は、当該見直し
後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借換することができ
る。

－ 2 － （能美市水道事業会計）



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不
足を生じた場合における項間の流用。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を

　 その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　職員給与費

　（たな卸資産の購入限度額）
たな卸資産の購入限度額は、１５，０００千円と定める。

　（他会計からの補助金）
第１０条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４６，７００千円と定める。

　（重要な資産の取得）
第１１条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

取得する資産
（　種　類　） （　名　称　） 　　（　数　量　）

　　構築物 　　配水管 　　φ５０～２５０　Ｌ＝１，９７９．３ｍ

 機械及び装置 　　配水施設 　　　　一　式

 機械及び装置 　　メーター 　　　　一　式

処分する資産

（　種　類　） （　名　称　） 　　（　数　量　）

　　構築物 　　配水管 　　φ５０～２５０　Ｌ＝１，９７９．３ｍ
 機械及び装置 　　配水施設 　　　　一　式
 機械及び装置 　　メーター 　　　　一　式

令和６年２月２７日提出

　能美市長　井　出　敏　朗　　

第７条

 (１)

第８条

 (１) ２３,２６０千円

第９条

 (１)

 (２)

－ 3 － （能美市水道事業会計）



　（総則）

第１条　令和６年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

給水事業所数　

年間総配水量　 辰口寺井地区工業用水道

根上地区工業用水道

一日平均配水量　 辰口寺井地区工業用水道

根上地区工業用水道

主要な建設改良工事 辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

辰口寺井地区工業用水道事業施設拡張事業

根上地区工業用水道事業施設改良事業

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業収益

　　第１項　営 業 収 益

　　第２項　営 業 外 収 益

議案第２６号

令和６年度能美市工業用水道事業会計予算

（１） １１社

（２） １５,８１２,３５０㎥
３,６５４,０００㎥

（３） ４３,３２２㎥

１０,０１１㎥

（４）

収　　　　入

４０４,５００千円

３０１,６４０千円

１０２,８６０千円

- 1 - （能美市工業用水道事業会計）



　第２款　根上地区工業用水道事業収益

　　第１項　営 業 収 益

　　第２項　営 業 外 収 益

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業費用

　　第１項　営 業 費 用

　　第２項　営 業 外 費 用

　第２款　根上地区工業用水道事業費用

　　第１項　営 業 費 用

　　第２項　営 業 外 費 用

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　　　１９１，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９１，２７３千円、過年度分損益

　　　勘定留保資金９９，７２７千円で補填するものとする。）。

　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入

　　第１項　企 業 債

　第２款　根上地区工業用水道事業資本的収入

　　第１項　企 業 債

１１１,６００千円

１０７,３１０千円

４,２９０千円

支　　　　出

３４７,３００千円

３２６,８９３千円

２０,４０７千円

８３,９００千円

７４,４８０千円

９,４２０千円

収　　　　入

６０５,６００千円

６０５,６００千円

５８,０００千円

５８,０００千円

- 2 - （能美市工業用水道事業会計）



　第１款　辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出

　　第１項　建 設 改 良 費

　　第２項　企 業 債 償 還 金

　第２款　根上地区工業用水道事業資本的支出

　　第１項　建 設 改 良 費

　　第２項　企 業 債 償 還 金

　（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

支　　　　出

７２４,９００千円

６０５,９００千円

１１９,０００千円

１２９,７００千円

６１,０００千円

６８,７００千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　率 償還の方法

　証書借入 　年利５.０％以内辰口寺井地区工業用水道事業
（ 施 設 改 良 事 業 ）

１０５,７００千円 

　政府資金その他借入先
の融資条件による。ただ
し、企業財政の都合によ
り据置期間及び償還期限
を短縮し、若しくは繰上
償還又は低利に借り換え
することができる。

　借入時期は令和６年
度とする。ただし、工
事の進捗状況等により
起債の全部又は一部を
翌年度以降に繰り越し
て借り入れることがで
きる。

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

辰口寺井地区工業用水道事業
（ 施 設 拡 張 事 業 ）

４９９,９００千円 

根 上 地 区 工 業 用 水 道 事 業
（ 施 設 改 良 事 業 ）

５８,０００千円 

- 3 - （能美市工業用水道事業会計）



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

第１款辰口寺井地区工業用水道事業費用及び第２款根上地区工業用水道事業費用の同一款内の間のうち第１項

　 営業費用及び第２項営業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

　 経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　

　（重要な資産の取得）

第９条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産
1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

2 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

　　　構築物        　 　　配水池　　　　　　　 　　　　一　式

3 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

（１）

（１） ２２,９０１千円

（１）
辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式

辰口寺井地区工業用水道事業施設拡張事業

根上地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式
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処分する資産

1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

2 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　

令和６年２月２７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

（２）

辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式

根上地区工業用水道事業施設改良事業

    機械及び装置　 　　　 機械電気設備　　　　　　　　　一　式
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　（総則）

令和６年度能美市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

　１　公共下水道事業

 　（１） 接続戸数

 　（２） 水洗化人口

 　（３） 年間総処理水量

 　（４） 一日平均処理水量

 　（５） 主要な建設改良事業

　　　 　 　イ　下水道管渠の延伸及び管渠施設の耐震化

　　　 　 　ロ　流域下水道事業の建設に要する経費の負担

　２　農業集落排水事業

 　（１） 接続戸数

 　（２） 水洗化人口

 　（３） 年間総処理水量

 　（４） 一日平均処理水量

議案第２７号

令 和 ６ 年 度 能 美 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

第１条

第２条

１７,２９１戸

４６,２６８人

５,７０８,２４４㎥

１５,６３９㎥

５９７,１６２千円

５０,２００千円

７９２戸

１,８０７人

２１３,０３８㎥

５８４㎥
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　（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 収 益

　　第１項 営 業 収 益

　　第２項 営 業 外 収 益

　　第３項 特 別 利 益

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 収 益

　　第１項 営 業 収 益

　　第２項 営 業 外 収 益

　　第３項 特 別 利 益

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 費 用

　　第１項 営 業 費 用

　　第２項 営 業 外 費 用

　　第３項 特 別 損 失

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 費 用

　　第１項 営 業 費 用

　　第２項 営 業 外 費 用

　　第３項 特 別 損 失

第３条

収　　　　　入

１,５４６,５００千円

７８７,１１６千円

７５９,３７４千円

１０千円

１１１,７００千円

２４,７４７千円

８６,９５１千円

２千円

支　　　　　出

１,５９９,５００千円

１,４６０,８４９千円

１３８,１５１千円

５００千円

１０３,４００千円

１０２,３４８千円

９０２千円

１５０千円
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　（資本的収入及び支出）

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ４８５，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０，７５８千円、過年度分損益

　 勘定留保資金４６，６５１千円、当年度分損益勘定留保資金４０７，５９１千円及び減債積立金１０，０００

　 千円で補填するものとする。）。

　 

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入

　　第１項 企 業 債

　　第２項 他 会 計 補 助 金

　　第３項 補 助 金

　　第４項 受 益 者 負 担 金

　　第５項 工 事 負 担 金

　　第６項 繰 入 金

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入

　　第１項 企 業 債

　　第２項 分 担 金

　第１款　公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出

　　第１項

　　第２項

　第２款　農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出

　　第２項

第４条

収　　　　　入

１,７４７,６００千円

１,０６１,０２４千円

２７５,３９３千円

２０１,２５０千円

６８,６６９千円

４１,２６４千円

１００,０００千円

１３,８００千円

１３,５００千円

３００千円

支　　　　　出

２,２０８,４００千円

建 設 改 良 費 ６４７,３６２千円

企業債償還金 １,５６１,０３８千円

３８,０００千円

企業債償還金 ３８,０００千円
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　（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）

一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

公共下水道事業

農業集落排水事業

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１款公共下水道事業費用及び第２款農業集落排水事業費用の同一款内の間のうち第１項営業費用、第２項

　 営業外費用及び第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

第５条

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第６条

 (１) ４００,０００千円

 (２) ４０,０００千円

第７条

 (１)

流 域 下 水 道 事 業
（ 建 設 負 担 金 ）

５０,１００千円

公 共 下 水 道 事 業
（ 管 渠 布 設 ・ 耐 震 化 ）

３２１,２００千円

資 本 費 平 準 化 債 ６４６,２２４千円

下 水 道 事 業 債
特 別 措 置 分

５７,０００千円

　証書借入
　借入時期は令和６
年度とする。ただ
し、工事の進捗状況
等により起債の全部
又は一部を翌年度以
降に繰り越して借り
入れることができ
る。

　年利５.０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金その他借入
先の融資条件による。
ただし、企業財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、若
しくは繰上償還又は低
利に借り換えすること
ができる。
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

　 経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

公共下水道事業

農業集落排水事業

　（重要な資産の取得）

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類

取得する資産 構築物 Ｌ＝９９６．０ｍ

令和６年２月２７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

第８条

 (１) ３２,０７６千円

第９条

 (１) ６０７,５１１千円

 (２) ４７,８７５千円

第１０条

名　称 数　量

 (１) 　下水道管渠布設（東部処理分区ほか）
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議案第２８号

令和６年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和６年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。

(１)病 院

一般病棟 ６０床（内訳：急性期一般病床 ２５床、地域包括ケア病床 ３５床）

療養病棟 ４０床（内訳：医療療養病床 ４０床）

入 院（年間） ３２，８５０人 入 院（１日平均患者数） ９０人

外 来（年間） ５９，４００人 外 来（１日平均患者数） ２２０人

(２)介護老人保健施設

入所定員（短期入所を含む） ７４人 通所リハビリテーション定員 ２５人

入所者（年間） ２５，９１５人 入所者（１日平均利用者数） ７１人

通所者（年間） ４，９０９人 通所者（１日平均利用者数） １９．３人
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４，７６２千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

（収 入） （支 出）

第１款 病院事業収益 ２，２２２，０００千円 第１款 病院事業費用 ２，３３３，０００千円

第１項 医業収益 １，８８２，０９０千円 第１項 医業費用 ２，３０２，７５２千円

第２項 医業外収益 ３３９，９０７千円 第２項 医業外費用 ２９，９４７千円

第３項 特別利益 ３千円 第３項 特別損失 ２０１千円

第４項 予備費 １００千円

第２款 介護老人保健施設事業収益 ４８１，０００千円 第２款 介護老人保健施設事業費用 ４５６，０００千円

第１項 営業収益 ４２４，６５４千円 第１項 営業費用 ４５２，５５８千円

第２項 営業外収益 ５６，３４４千円 第２項 営業外費用 ３，４４０千円

第３項 特別利益 ２千円 第３項 特別損失 ２千円

（収 入） （支 出）

第１款 病院事業資本的収入 ９１，２３８千円 第１款 病院事業資本的支出 １３６，０００千円

第１項 企業債 ４３，１００千円 第１項 建設改良費 ４３，１８６千円

第２項 負担金 ４８，１３５千円 第２項 企業債償還金 ９２，８１４千円

第３項 補助金 ２千円

第４項 寄附金 １千円
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４９，９９９千円は当年度分損益勘定留保資金２２，８４４千円、減債積立金２７，１５５千円

で補てんする。

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（収 入） （支 出）

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入 １千円 第２款 介護老人保健施設事業資本的支出 ５０，０００千円

第１項 寄附金 １千円 第１項 建設改良費 ３，９２９千円

第２項 企業債償還金 ４６，０７１千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

(病院)

医療機器整備事業 ４３，１００千円 普通貸借

又は

証券発行

５．０％以内（ただし、

利率見直し方式で借りる

場合は、当該見直し後の

利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただ

し、その債権者と市財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え

することができる。

(１)病 院 第１項医業費用、第２項医業外費用、第３項特別損失

(２)介護老人保健施設 第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(１)病 院 職員給与費 １，３４４，６１２千円 交際費 ３２０千円

(２)介護老人保健施設 職員給与費 ３０５，２１４千円 交際費 １４０千円

(１)病 院 ３９４，７７３千円 救急医療の確保に要する経費 ８０，３６２千円

医師等の研究研修に要する経費 ２，５００千円

保健衛生行政事務に要する経費 ３９，０３０千円

追加費用に要する経費 ８，３４０千円

児童手当に要する経費 １１，０８８千円

基礎年金拠出金に要する経費 ４０，４７７千円

医師確保対策に要する経費 ７，８４２千円

企業債償還利子に要する経費 ２，６１１千円

公立病院改革プランに要する経費 １，０００千円

不採算地区病院の運営に要する経費 ９２，３００千円

高度医療に要する経費 ６１，０８８千円

企業債償還元金に要する経費 ４８，１３５千円

(２)介護老人保健施設 ５０，０００千円 経営安定に要する経費 ５０，０００千円
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（たな卸資産購入費の購入限度額）

第１０条 たな卸資産購入費の購入限度額は、次のとおりと定める。

（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

令和６年２月２７日提出

能美市長 井 出 敏 朗

(１)病 院 ２５９，３８２千円

(２)介護老人保健施設 ２０，４５９千円

種 類 名 称 数 量 備 考

器械及び備品

散薬分包機

ウロダイナミックス検査装置

上部消化管汎用ビデオスコープ

個人機多用途透析装置

耳鼻科ビデオスコープ

内視鏡洗浄消毒装置

電動リモートコントロールベッド

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

市立病院
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